
 

 

見することができるように

なります。 

 

◆被扶養者（35歳以上）の健

診結果等の提出に係るイン

センティブ 

令和 8年度からは、35歳以上

の当組合加入の被扶養者に

ついて、パート先等で受診さ

れた、事業所健診結果及び問

診票の提出をしていただい

た方にクオカードを進呈い

たします。 

 

４月から食事補助の非課

税限度額が 7,500 円に引

上げへ 
所得税基本通達の改正に

より、４月から企業が従業員

へ提供する食事補助（現物支

給） の非課税限度額が月額

3,500 円から 7,500 円に引き

上げられます。昭和 59 年の

制度創設から 40 年以上据え

置かれていましたが、近年の

物価上昇を受け、見直される

ことになりました。 

 

◆食事補助とは？ 

食事補助は、従業員に対す

る福利厚生の一つです。企業

が購入した弁当を支給した

り社員食堂で食事を支給し

たりするほかに、設置型社

食、食事チケットやカードを

支給する方法などがありま

す。 

従業員満足度の向上や健

康維持、離職率の低下といっ

た効果があるとして、注目さ

れています。 

 

◆非課税となる要件 

従業員に支給する食事は、

次の２つの要件をどちらも

満たしていれば、給与として

課税されません。 

① 従業員が食事価額の

50％以上を負担しているこ

と 

② 企業の負担額が月額

7,500 円（税抜）（現行 3,500

円）以下であること 

 

◆深夜勤務や残業の取扱い 

 深夜勤務（22 時から翌５

時）に伴い従業員へ支給する

夜食代の非課税限度額につ

いても、１回の支給額が現行

の300円以下から650円以下

に引き上げられます。 

 なお、残業または宿日直を

行うときに支給する食事は、

無料で支給しても給与として

課税しなくてもよいことにな

っています。 

 福利厚生制度の充実は、賃

上げに代わる待遇改善として

従業員から喜ばれる一方、企

業は経費計上することで結果

的に法人税を節税でき、双方

にメリットがあります。この

機会に導入を検討してみては

いかがでしょうか。 

 

4 月から在職老齢年金支

給停止の基準額が「65 万

円」に変わります 
 

◆在職老齢年金の概要と改

正 

令和８年４月から、在職老

齢年金制度の基準額が改定さ

れます。 

在職老齢年金とは、働きな

がら年金を受け取る高齢者に

一定額以上の報酬がある場

合、老齢厚生年金の一部また

は全部を支給停止する仕組み

です。これまで年金額が調整

（支給停止）される基準額（賃

金＋老齢厚生年金）は月「51

万円」でしたが、月「65万円」

へ引き上げられます（令和８

年度。賃金の変動に応じて毎

年改定）。 

 

施を外部機関に委託するこ

とが推奨されます」とあり、

外部委託費用の試算や実施

体制の検討、外部実施機関

（医師・保健師、健診機関等）

の選定や契約が求められま

す。 

 

◆雇用保険の適用拡大 

 改正雇用保険法により、令

和 10年 10 月１日以降、雇用

保険の被保険者要件のうち、

週所定労働時間が「20時間以

上」から「10 時間以上」に拡

大されます。手続きや保険料

負担に関するシミュレーシ

ョン、雇用保険料の給与天引

きに関する従業員説明など

を準備しておきましょう。 

 

◆社内規程の整備等も必要 

これらの改正対応には、社

内規程の整備や体制の見直

しも必要となります。企業の

選択により具体的にとるべ

き措置は変わってきます。早

めに取りかかることが賢明

です。 

 

 

４月から、人間ドック等の

健康診断で変わること 
 

令和８年４月から健康診

断の内容が、次のとおり変わ

ることになりましたので、お

知らせします。 

 

◆婦人科健診補助の拡大 

30歳以上の女性の加入者

を対象に、乳がん検診（2,200

円（税込）、子宮がん検診

2,200円（税込）とし、それぞ

れで補助が受けられますの

で、婦人科健診を受診する選

択肢が広がることになりま

す。 

◆骨粗鬆症検診の新規導

入 

30歳以上の偶数年齢の女

性の加入者を対象として、問

診および腰や腕、かかとなど

で骨量（骨密度）を測定する

検査が補助対象に追加され

ます。補助金額は、2,200円

(税込)となります。自覚症状

がない骨粗鬆症を早期に発

50人規模の企業が今後の

改正について検討すべき

こと 準備はお早めに 
◆厚生年金・健康保険の適用

拡大 

短時間労働者の厚生年金・

健康保険へ加入要件の一つ

に、「従業員数 51人以上の企

業に勤務していること」があ

ります。この企業規模要件が

段階的に縮小され、令和９年

10 月には「36 人以上」とな

り、令和 17年 10 月には撤廃

されます。 

コストシミュレーション

や従業員への説明など、早め

の準備が必要です。 

 

◆ストレスチェックの義務

化 

改正労働安全衛生法によ

り、令和 10 年 5 月までに 50

人未満の事業場のストレス

チェックが義務化されます。 

これらの事業場は産業医

の選任義務がありませんが、

厚生労働省の「小規模事業場

ストレスチェック制度実施

マニュアル」には、「原則とし

て…ストレスチェックの実
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